
住所福岡県大牟田市四山町80番地の71

氏名株式会社塚崎運送

代表取締役塚崎易光

産業廃棄物収集運搬業許可証

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の許可を受けた者であることを証する。_
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奈良県知事荒井正吾
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1.事業の範囲

事業の区分:積替え保管を含まない

取り扱う産業廃棄物の種類
燃え殻(水銀含有ばいじん等を含む)、汚泥(水銀含有ばいじん等を含む)、廃油、廃酸(7K銀含有ばい
6ん等を含む)、廃アルカリ(水銀含肴ぱいじん等を含む)、廃プラスチジク類(沽綿含有産業廃棄物
を含む)、紙くごす'、木くず、繊維くず、動植物性残澄、動物系固形不要物、ゴムぐず、金属くず、ガラスくf響(石綿含有産業廃棄物を含む)、鉱さい(水銀含有i余いじん等を含む)、工作物の新築・'改
築又は除去に倖って生じたコンクリートゐ破片その他これに類する不要物(石綿含有産業廃棄物を含
む)、動物のふん尿、動物の死体、ぱいじん(水銀含有ぱいじん等を含む)、令第2条第13号廃棄物
※水銀使用製品産業廃棄物を含む以上20種類

2.積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとの積替え又は保管を行
う産業廃棄物の種類、積替えのための保管上限及ぴ積み上げることができる高さ

許可番号第

規則第9条の2第6項の規定による許可証の提出の有無 '、、、

02900043639

2年

9年

2月

2月

1

該当なし

3.許可の条件

該当なし

4.許可の更新または変更の状況
平成27年2月13日新規許可、
令和 2年2月13日更新許可、
令和 2年2月25日優良基準適合

、複写したものは当社
1 承認なきものとする。 NO.
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6

一
一
巨

令
令

六

無

日
日

和
和

3
 
2

日
日



福岡県大牟田市四山町80番地の71
株式会社塚崎運送殿

令和元年12月11日付けで許可申請のあった産業廃棄物収集運搬業にっいては、廃棄物の処理及ぴ
清掃に関する法律第14条第1項の規定により、次のとおり許可します。

なお、事業の運営にあたっては、下記留意事項に注意して行ってください。

令和 2年2月25日

1 事業の区分、取り扱う産業廃棄物の種類等

斥、'i

事業の区分

取り扱う産業

廃棄物の種類

複写したものは当社
承認なきものとする。NO

積替え保管を含まない

奈良県指令廃対第403号の336

許可番

奈熊艝

留意事項

1 事業の範囲を変更しようとするときは、事前に連絡のうえ、指示を受けること。
2 許可を更新する場合は、許可期限までに更新許可申請を行うこと。
3 住所、氏名、役員、車両、車両保管場所等を変更したときは、 10日(法人で廃棄物の処理及び清掃
に関する法律施行規則第10条の10第3項第1号又は第2号の規定により登記事項証明書を添付すべ
き場合にあっては、 30 勵以内に所定の手続きをすること。

4 事業場ごとに帳簿を備え、法に定められた事項にっいて毎月末までに前月分を記載し、1年ごとに
閉鎖し、その後5年間は保存すること。

5 運搬車両の保管場所は、

福岡県大牟田市四山町8 0 -7 1、合成町4 0 -2、 4 1 -1、 4 3 -2、 7 1 -1

6 運搬車両は、

久留米130あ1304、久留米130あ1308、久留米B0あ1311、久留米130あ1312、久留米130あ1324、
久留米130あ1325、久留米130あ1327、久留米130あ玲28、久留米130あ1329、久留米130あ1319、
久留米130あ1321、久留米130あ1334、久留米130い1305、久留米400あ523、久留米800か278、
久留米88か1394、久留米130あ1332、久留米100え505、久留米100え546、久留米130あ1333、
久留米830あ1323、久留米130あ1339、久留米130あ1330、久留米130あ]341、久留米830あ1338、
久留米830あ1340、久留米玲0い1337、久留米130あ1331、久留米130あ1336 以上 2 9 "・、

(教示)

1 この処分にっいて不服があるときは、行政不肌審査法(平成26年法律第68号)に基づき、この処分があったことを知った日の瑚日
から起算して3力明以内に環境大臣に対して審査請求をすることができます。なお、この処分かあった日の翌日から起算して]年・経過す
ると、審査請求をすることができなくなります。'

2

井正吾

02900043639 2月1 2日

籍ξ複朝写釜無器劾"

許可期限

この処分にっいては、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して
6か月以内に奈良県を被告として処分の取消しの訴えを提起オ、ることができます(訴舩において奈良県を代表すブ者は、奈良県知事とナ寸
ます)。なお、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過tると、処分の取消・、 V 、、

令和

し、この処分にっいて上記1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があ
に処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、その期間内であってもその裁
と、処分の取消しの訴えを提起tることができなくなります。
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